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主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

災
害
救
助
法
に
基
づ
く
救
助
の
終
了 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

救
急
病
院
及
び
救
急
診
療
所
の
認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

土
地
改
良
区
定
款
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

公
安
委
員
会
告
示 

○ 

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施
䥹
四
件
䥺 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

公 
 

告 

○ 

令
和
六
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告
䥹
四
件
䥺 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
三
百
三
号 

 

災
害
救
助
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
䥺
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
五
年
千
葉
県

告
示
第
三
百
五
十
二
号
の
二
䥹
災
害
救
助
法
に
基
づ
く
救
助
を
行
う
区
域
䥺
で
行
う
こ
と
と
し
た
救
助
に

つ
い
て
䣍
鴨
川
市
の
区
域
内
に
あ
䣬
て
は
令
和
六
年
三
月
十
五
日
を
も
䣬
て
䣍
山
武
市
及
び
長
生
郡
長
柄

町
の
区
域
内
に
あ
䣬
て
は
同
月
二
十
九
日
を
も
䣬
て
䣍
大
網
白
里
市
の
区
域
内
に
あ
䣬
て
は
同
月
三
十
一

日
を
も
䣬
て
䣍
そ
れ
ぞ
れ
終
了
し
た
䣎 

 
 

令
和
六
年
五
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
四
号 

 

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
䥹
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
䥺
第
一
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
と

し
て
救
急
業
務
に
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
あ
䣬
た
次
の
病
院
及
び
診
療
所
を
救
急
病
院
及
び
救
急
診
療
所

と
認
定
し
た
䣎 

 
 

令
和
六
年
五
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名 
 

 
 

 

称 

所 
 

 

在 
 

 

地 

認
定
の
有
効
期
限 

千
葉
市
立
青
葉
病
院 

千
葉
市
中
央
区
青
葉
町
一
䣍
二
七
三

番
地
二 

令
和
九
年
四
月
三
十
日 

 
 

 

 
 

 

医
療
法
人
社
団
匡
仁
会 

梶

田
医
院 

千
葉
市
若
葉
区
み
つ
わ
台
四
丁
目
一

七
番
五
号 

〃 

医
療
法
人
社
団
聖
進
会 

市

川
東
病
院 

市
川
市
二
俣
二
丁
目
一
四
番
三
号 

〃 

医
療
法
人
社
団
や
し
の
木
会 

浦
安
中
央
病
院 

浦
安
市
東
野
三
丁
目
四
番
一
四
号 

〃 

国
保
匝
瑳
市
民
病
院 

匝
瑳
市
八
日
市
場
イ
一
䣍
三
〇
四
番

地 

〃 

国
保
直
営
君
津
中
央
病
院
大

佐
和
分
院 

富
津
市
千
種
新
田
七
一
〇
番
地 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
三
百
五
号 

 

土
地
改
良
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
䥺
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
夷
隅
中
部

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
六
年
四
月
二
十
四
日
付
け
で
認
可
し
た
䣎 

 
 

令
和
六
年
五
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

公

安

委

員

会

告

示 

 
 

 
 

                

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

5 

月

7

日 

定 
 

例 

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
１

４
号

 

 
警

備
業

法
（

昭
和

４
７

年
法

律
第

１
１

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

２
２

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
を

次
の

と
お

り
実

施
す

る
。

 

 
 

令
和

６
年

５
月

７
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

佐
久

間
 

 
英

 
利

 
 

 
 

１
 

講
習

に
係

る
警

備
業

務
の

区
分

 

 
 

法
第

２
条

第
１

項
第

３
号

に
規

定
す

る
警

備
業

務
（

以
下

「
３

号
警

備
業

務
」

と
い

う
。

）
に

係
る

講
習

 

２
 

講
習

の
期

日
及

び
時

間
 

 
 

令
和

６
年

７
月

８
日

（
月

曜
日

）
か

ら
１

６
日

（
火

曜
日

）
ま

で
（

千
葉

県
の

休
日

に
関

す
る

条
例

（
平

成
元

年
千

葉
県

条
例

第
１

号
）

第
１

条
に

規
定

す
る

県
の

休
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午

後
５

時
ま

で
 

３
 

講
習

の
場

所
 

 
 

千
葉

市
中

央
区

新
田

町
４

番
２

２
号

 
サ

ン
ラ

イ
ト

７
階

 

４
 

受
講

対
象

者
 

（
１

）
最

近
５

年
間

に
３

号
警

備
業

務
に

従
事

し
た

期
間

が
通

算
し

て
３

年
以

上
で

あ
る

者
 

（
２

）
警

備
員

等
の

検
定

等
に

関
す

る
規

則
（

平
成

１
７

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
２

０
号

。
以

下
 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３９３６号 令和 6 年 5 月 7 日 (火曜日) 
 

 
 

 

                                   

 
 

 
 

                           
 

 
 

        

 
 

「
規

則
」

と
い

う
。

）
第

４
条

に
規

定
す

る
１

級
の

検
定

（
３

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

法
第

２
３

条
第

４
項

の
合

格
証

明
書

（
以

下
「

合
格

証
明

書
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

（
３

）
規

則
第

４
条

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
３

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
て

い
る

警
備

員
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
た

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

３
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
も

の
 

（
４

）
規

則
附

則
第

３
条

の
規

定
に

よ
る

廃
止

前
の

警
備

員
等

の
検

定
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

６
１

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
５

号
。

以
下

「
旧

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
１

級
の

検
定

（
３

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

旧
規

則
第

８
条

の
合

格
証

（
以

下
「

合
格

証
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

（
５

）
旧

規
則

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
３

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

合
格

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

警
備

員
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
の

交
付

を
受

け
た

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

３
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
も

の
 

５
 

受
講

定
員

 

 
 

１
０

人
 

６
 

講
習

業
務

の
委

託
 

 
 

講
習

業
務

は
、

一
般

社
団

法
人

千
葉

県
警

備
業

協
会

に
委

託
し

て
実

施
す

る
。

 

７
 

受
講

申
込

手
続

等
 

（
１

）
受

講
申

込
手

続
 

 
 

ア
 

申
込

方
法

 

 
 

 
 

受
講

を
希

望
す

る
者

（
以

下
「

受
講

希
望

者
」

と
い

う
。

）
は

、
千

葉
県

内
の

各
警

察
署

に
備

付
け

の
受

講
申

込
票

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

最
寄

り
の

警
察

署
（

千
葉

県
以

外
に

住
所

を
有

す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

千
葉

県
内

の
最

寄
り

の
警

察
署

）
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

な
お

、
郵

便
又

は
信

書
便

に
よ

り
送

付
す

る
方

法
に

よ
る

申
込

み
及

び
本

人
以

外
の

者
が

行
う

申
込

み
は

、
受

け
付

け
な

い
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

票
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

６
年

５
月

２
７

日
（

月
曜

日
）

か
ら

３
１

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で
 

（
２

）
受

講
者

決
定

通
知

 

 
 

 
受

講
申

込
票

の
受

付
期

間
終

了
後

、
千

葉
県

公
安

委
員

会
が

受
講

者
を

決
定

し
、

受
講

申
込

票
を

受
理

し
た

警
察

署
を

経
由

し
て

受
講

希
望

者
に

対
し

受
講

者
決

定
通

知
を

行
う

。
 

 
 

 
な

お
、

受
講

希
望

者
が

受
講

定
員

を
超

過
し

た
場

合
は

、
抽

選
に

よ
り

受
講

者
を

決
定

す
る

。
 

（
３

）
受

講
手

続
等

 

 
 

ア
 

受
講

手
続

 

 
 

 
 

受
講

者
と

し
て

決
定

さ
れ

た
者

は
、

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

及
び

機
械

警
備

業
務

管
理

者
に

係
る

講
習

等
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

５
８

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
２

号
）

別
記

様
式

第
１

号
 

 
 

 
の

受
講

申
込

書
に

必
要

事
項

を
記

入
し

、
添

付
書

類
と

と
も

に
受

講
申

込
票

を
提

出
し

た
警

察
署

へ
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

書
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

６
年

６
月

１
７

日
（

月
曜

日
）

か
ら

２
１

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で
 

 
 

ウ
 

添
付

書
類

 

 
 

（
ア

）
４

（
１

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
３

号
警

備
業

務
に

従
事

し
て

い
た

こ
と

を
証

明
す

る
警

備
業

者
の

作
成

に
係

る
書

面
（

以
下

「
警

備
業

務
従

事
証

明
書

」
と

い
う

。
）

及
び

履
歴

書
 

 
 

（
イ

）
４

（
２

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

明
書

の
写

し
 

 
 

（
ウ

）
４

（
３

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

明
書

の
写

し
及

び
警

備
業

務
従

事
証

明
書

 

 
 

（
エ

）
４

（
４

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

の
写

し
 

 
 

（
オ

）
４

（
５

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

の
写

し
及

び
警

備
業

務
従

事
証

明
書

 

（
４

）
受

講
手

数
料

等
 

 
 

ア
 

受
講

手
数

料
 

 
 

 
 

３
８

，
０

０
０

円
 

 
 

イ
 

納
入

方
法

 

 
 

 
 

受
講

申
込

書
提

出
時

に
納

入
す

る
こ

と
と

し
、

そ
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

千
葉

県
警

察
本

部
の

 

 
 

 
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

に
記

載
す

る
。

 

 
 

 
 

な
お

、
既

納
の

受
講

手
数

料
は

、
還

付
し

な
い

。
 

８
 

講
習

に
関

す
る

問
合

せ
先

 

 
 

千
葉

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

風
俗

保
安

課
警

備
業

係
 

電
話

０
４

３
（

２
０

１
）

０
１

１
０

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
１

５
号

 

 
警

備
業

法
（

昭
和

４
７

年
法

律
第

１
１

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

２
２

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
を

次
の

と
お

り
実

施
す

る
。

 

 
 

令
和

６
年

５
月

７
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

佐
久

間
 

 
英

 
利

 

１
 

講
習

に
係

る
警

備
業

務
の

区
分

 

 
 

法
第

２
条

第
１

項
第

３
号

に
規

定
す

る
警

備
業

務
（

以
下

「
３

号
警

備
業

務
」

と
い

う
。

）
に

係
る

講
習

 

２
 

講
習

の
期

日
及

び
時

間
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令
和

６
年

７
月

１
１

日
（

木
曜

日
）

の
午

後
１

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
並

び
に

同
月

１
２

日
（

金
曜

 

 
日

）
及

び
１

６
日

（
火

曜
日

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

３
 

講
習

の
場

所
 

 
 

千
葉

市
中

央
区

新
田

町
４

番
２

２
号

 
サ

ン
ラ

イ
ト

７
階

 

４
 

受
講

対
象

者
 

 
 

３
号

警
備

業
務

以
外

の
警

備
業

務
の

区
分

に
係

る
法

第
２

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

又
は

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

及
び

機
械

警
備

業
務

管
理

者
に

係
る

講
習

等
に

関

す
る

規
則

（
昭

和
５

８
年

国
家

公
安

委
員

会
規

則
第

２
号

。
以

下
「

講
習

規
則

」
と

い
う

。
）

第
７

条

に
規

定
す

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
修

了
証

明
書

（
以

下
「

指
導

教
育

責
任

者
資

格
者

証
等

」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
で

あ
っ

て
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
 

（
１

）
最

近
５

年
間

に
３

号
警

備
業

務
に

従
事

し
た

期
間

が
通

算
し

て
３

年
以

上
で

あ
る

者
 

（
２

）
警

備
員

等
の

検
定

等
に

関
す

る
規

則
（

平
成

１
７

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
２

０
号

。
以

下
 

 
 

「
検

定
規

則
」

と
い

う
。

）
第

４
条

に
規

定
す

る
１

級
の

検
定

（
３

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

 

 
 

る
。

）
に

係
る

法
第

２
３

条
第

４
項

の
合

格
証

明
書

（
以

下
「

合
格

証
明

書
」

と
い

う
。

）
の

交
付

 

 
 

を
受

け
て

い
る

者
 

（
３

）
検

定
規

則
第

４
条

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
３

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

 

 
 

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
て

い
る

警
備

員
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
た

後
、

 

 
 

継
続

し
て

１
年

以
上

３
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
も

の
 

（
４

）
検

定
規

則
附

則
第

３
条

の
規

定
に

よ
る

廃
止

前
の

警
備

員
等

の
検

定
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

６
１

 

 
 

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
５

号
。

以
下

「
旧

検
定

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

 

 
 

る
１

級
の

検
定

（
３

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

旧
検

定
規

則
第

８
条

の
合

格
証

 

 
 

（
以

下
「

合
格

証
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

（
５

）
旧

検
定

規
則

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
３

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

 

 
 

る
。

）
に

係
る

合
格

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

警
備

員
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
の

交
付

を
受

け
た

 

 
 

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

３
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
も

の
 

５
 

受
講

定
員

 

 
 

１
０

人
 

６
 

講
習

業
務

の
委

託
 

 
 

講
習

業
務

は
、

一
般

社
団

法
人

千
葉

県
警

備
業

協
会

に
委

託
し

て
実

施
す

る
。

 

７
 

受
講

申
込

手
続

等
 

（
１

）
受

講
申

込
手

続
 

 
 

ア
 

申
込

方
法

 

 
 

 
 

受
講

を
希

望
す

る
者

（
以

下
「

受
講

希
望

者
」

と
い

う
。

）
は

、
千

葉
県

内
の

各
警

察
署

に
備

付
け

の
受

講
申

込
票

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

最
寄

り
の

警
察

署
（

千
葉

県
以

外
に

住
所

を
有

す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

千
葉

県
内

の
最

寄
り

の
警

察
署

）
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

な
お

、
郵

便
又

は
信

書
便

に
よ

り
送

付
す

る
方

法
に

よ
る

申
込

み
及

び
本

人
以

外
の

者
が

行
う

 

 

 
 

 
申

込
み

は
、

受
け

付
け

な
い

。
 

 
 

イ
 

受
講

申
込

票
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

６
年

５
月

２
７

日
（

月
曜

日
）

か
ら

３
１

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

 

 
 

 
時

ま
で

 

（
２

）
受

講
者

決
定

通
知

 

 
 

 
受

講
申

込
票

の
受

付
期

間
終

了
後

、
千

葉
県

公
安

委
員

会
が

受
講

者
を

決
定

し
、

受
講

申
込

票
を

受
理

し
た

警
察

署
を

経
由

し
て

受
講

希
望

者
に

対
し

受
講

者
決

定
通

知
を

行
う

。
 

 
 

 
な

お
、

受
講

希
望

者
が

受
講

定
員

を
超

過
し

た
場

合
は

、
抽

選
に

よ
り

受
講

者
を

決
定

す
る

。
 

（
３

）
受

講
手

続
等

 

 
 

ア
 

受
講

手
続

 

 
 

 
 

受
講

者
と

し
て

決
定

さ
れ

た
者

は
、

講
習

規
則

別
記

様
式

第
１

号
の

受
講

申
込

書
に

必
要

事
項

を
記

入
し

、
添

付
書

類
と

と
も

に
受

講
申

込
票

を
提

出
し

た
警

察
署

へ
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

書
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

６
年

６
月

１
７

日
（

月
曜

日
）

か
ら

２
１

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で
 

 
 

ウ
 

添
付

書
類

 

（
ア

）
４

（
１

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
３

号
警

備
業

務
に

従
事

し
て

い
た

こ
と

を
証

明
す

る
警

備
業

者
の

作
成

に
係

る
書

面
（

以
下

 

 
 

「
警

備
業

務
従

事
証

明
書

」
と

い
う

。
）

、
履

歴
書

及
び

指
導

教
育

責
任

者
資

格
者

証
等

の
写

 

 
 

し
 

（
イ

）
４

（
２

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
合

格
証

明
書

の
写

し
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

（
ウ

）
４

（
３

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
合

格
証

明
書

の
写

し
、

警
備

業
務

従
事

証
明

書
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

（
エ

）
４

（
４

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
合

格
証

の
写

し
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

（
オ

）
４

（
５

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
合

格
証

の
写

し
、

警
備

業
務

従
事

証
明

書
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

（
４

）
受

講
手

数
料

等
 

 
 

ア
 

受
講

手
数

料
 

 
 

 
 

１
４

，
０

０
０

円
 

 
 

イ
 

納
入

方
法

 

 
 

 
 

受
講

申
込

書
提

出
時

に
納

入
す

る
こ

と
と

し
、

そ
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

千
葉

県
警

察
本

部
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
に

記
載

す
る

。
 

 
 

 
 

な
お

、
既

納
の

受
講

手
数

料
は

、
還

付
し

な
い

。
 

８
 

講
習

に
関

す
る

問
合

せ
先
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千
葉

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

風
俗

保
安

課
警

備
業

係
 

電
話

０
４

３
（

２
０

１
）

０
１

１
０

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
１

６
号

 

 
警

備
業

法
（

昭
和

４
７

年
法

律
第

１
１

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

２
２

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
を

次
の

と
お

り
実

施
す

る
。

 

 
 

令
和

６
年

５
月

７
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

佐
久

間
 

 
英

 
利

 
 

 
 

１
 

講
習

に
係

る
警

備
業

務
の

区
分

 

 
 

法
第

２
条

第
１

項
第

４
号

に
規

定
す

る
警

備
業

務
（

以
下

「
４

号
警

備
業

務
」

と
い

う
。

）
に

係
る

講
習

 

２
 

講
習

の
期

日
及

び
時

間
 

 
 

令
和

６
年

７
月

８
日

（
月

曜
日

）
か

ら
１

０
日

（
水

曜
日

）
ま

で
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
 

 
で

、
同

月
１

１
日

（
木

曜
日

）
の

午
前

９
時

か
ら

正
午

ま
で

並
び

に
同

月
１

７
日

（
水

曜
日

）
及

び
１

８
日

（
木

曜
日

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

３
 

講
習

の
場

所
 

 
 

千
葉

市
中

央
区

新
田

町
４

番
２

２
号

 
サ

ン
ラ

イ
ト

７
階

 

４
 

受
講

対
象

者
 

 
 

最
近

５
年

間
に

４
号

警
備

業
務

に
従

事
し

た
期

間
が

通
算

し
て

３
年

以
上

で
あ

る
者

 

５
 

受
講

定
員

 

 
 

１
０

人
 

６
 

講
習

業
務

の
委

託
 

 
 

講
習

業
務

は
、

一
般

社
団

法
人

千
葉

県
警

備
業

協
会

に
委

託
し

て
実

施
す

る
。

 

７
 

受
講

申
込

手
続

等
 

（
１

）
受

講
申

込
手

続
 

 
 

ア
 

申
込

方
法

 

 
 

 
 

受
講

を
希

望
す

る
者

（
以

下
「

受
講

希
望

者
」

と
い

う
。

）
は

、
千

葉
県

内
の

各
警

察
署

に
備

付
け

の
受

講
申

込
票

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

最
寄

り
の

警
察

署
（

千
葉

県
以

外
に

住
所

を
有

す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

千
葉

県
内

の
最

寄
り

の
警

察
署

）
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

な
お

、
郵

便
又

は
信

書
便

に
よ

り
送

付
す

る
方

法
に

よ
る

申
込

み
及

び
本

人
以

外
の

者
が

行
う

申
込

み
は

、
受

け
付

け
な

い
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

票
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

６
年

５
月

２
７

日
（

月
曜

日
）

か
ら

３
１

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で
 

（
２

）
受

講
者

決
定

通
知

 

 
 

 
受

講
申

込
票

の
受

付
期

間
終

了
後

、
千

葉
県

公
安

委
員

会
が

受
講

者
を

決
定

し
、

受
講

申
込

票
を

受
理

し
た

警
察

署
を

経
由

し
て

受
講

希
望

者
に

対
し

受
講

者
決

定
通

知
を

行
う

。
 

 

 
 

 
な

お
、

受
講

希
望

者
が

受
講

定
員

を
超

過
し

た
場

合
は

、
抽

選
に

よ
り

受
講

者
を

決
定

す
る

。
 

（
３

）
受

講
手

続
等

 

 
 

ア
 

受
講

手
続

 

 
 

 
 

受
講

者
と

し
て

決
定

さ
れ

た
者

は
、

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

及
び

機
械

警
備

業
務

管
理

者
に

係
る

講
習

等
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

５
８

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
２

号
）

別
記

様
式

第
１

号

の
受

講
申

込
書

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

添
付

書
類

と
と

も
に

受
講

申
込

票
を

提
出

し
た

警
察

署

へ
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

書
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

６
年

６
月

１
７

日
（

月
曜

日
）

か
ら

２
１

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で
 

 
 

ウ
 

添
付

書
類

 

 
 

 
 

４
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

た
こ

と
を

証
明

す
る

警
備

業
者

の
作

成
に

係
る

書
面

（
警

備
業

務
従

事
証

明
書

）
及

び
履

歴
書

 

（
４

）
受

講
手

数
料

等
 

 
 

ア
 

受
講

手
数

料
 

 
 

 
 

３
４

，
０

０
０

円
 

 
 

イ
 

納
入

方
法

 

 
 

 
 

受
講

申
込

書
提

出
時

に
納

入
す

る
こ

と
と

し
、

そ
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

千
葉

県
警

察
本

部
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
に

記
載

す
る

。
 

 
 

 
 

な
お

、
既

納
の

受
講

手
数

料
は

、
還

付
し

な
い

。
 

８
 

講
習

に
関

す
る

問
合

せ
先

 

 
 

千
葉

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

風
俗

保
安

課
警

備
業

係
 

電
話

０
４

３
（

２
０

１
）

０
１

１
０

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
１

７
号

 

 
警

備
業

法
（

昭
和

４
７

年
法

律
第

１
１

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

２
２

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
を

次
の

と
お

り
実

施
す

る
。

 

 
 

令
和

６
年

５
月

７
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

佐
久

間
 

 
英

 
利

 
 

 

１
 

講
習

に
係

る
警

備
業

務
の

区
分

 

 
 

法
第

２
条

第
１

項
第

４
号

に
規

定
す

る
警

備
業

務
（

以
下

「
４

号
警

備
業

務
」

と
い

う
。

）
に

係
る

講
習

 

２
 

講
習

の
期

日
及

び
時

間
 

 
 

令
和

６
年

７
月

１
７

日
（

水
曜

日
）

及
び

１
８

日
（

木
曜

日
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
 

３
 

講
習

の
場

所
 

 
 

千
葉

市
中

央
区

新
田

町
４

番
２

２
号

 
サ

ン
ラ

イ
ト

７
階

 

４
 

受
講

対
象

者
 

 



  

五 

令和 6 年 5 月 7 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３９３６号 
 

 
 

 

                                   

 
 

 
 

       

公

告 

 
 

 

令
和
六
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施 

 

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
䥹
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
䥺
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
䣍
令
和
六
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
五
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 

一 

試
験
日
時 

 
 

令
和
六
年
八
月
一
日
䥹
木
曜
日
䥺
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で 

二 

試
験
場
所 

 
 

千
葉
市
中
央
区
問
屋
町
一
番
四
五
号
千
葉
ポ
䤀
ト
ス
ク
エ
ア
内 

Ｔ
Ｋ
Ｐ
ガ
䤀
デ
ン
シ
テ
䣵
千
葉 

 

三 

受
験
願
書
の
提
出 

 

１ 

提
出
方
法
等 

 
 

 

受
験
願
書
の
提
出
は
䣍
原
則
と
し
て
ち
ば
電
子
申
請
サ
䤀
ビ
ス
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ

と
䣎 

 
 

 

な
お
䣍
や
む
を
得
ず
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
䣍
千
葉
県
健
康
福
祉
部
薬
務
課
審
査
指
導
班

䥹
千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号
䥺
宛
て
に
提
出
す
る
こ
と
䣎 

 

２ 

受
付
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
十
日
䥹
月
曜
日
䥺
か
ら
二
十
四
日
䥹
月
曜
日
䥺
ま
で
と
す
る
䣎
な
お
䣍
同
日
午
後

五
時
ま
で
に
受
信
し
た
も
の
䥹
郵
送
の
場
合
は
䣍
同
日
の
消
印
が
あ
る
も
の
䥺
に
限
り
受
け
付
け

る
䣎 

四 
そ
の
他 

 
 

こ
の
試
験
に
関
し
不
明
な
点
は
䣍
千
葉
県
健
康
福
祉
部
薬
務
課
審
査
指
導
班
䥹
電
話
〇
四
三
䥹
二
二

三
䥺
二
六
一
八
䥺
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
䣎 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
䣍
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
䣎 

 
 

４
号

警
備

業
務

以
外

の
警

備
業

務
の

区
分

に
係

る
法

第
２

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

又
は

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

及
び

機
械

警
備

業
務

管
理

者
に

係
る

講
習

等
に

関

す
る

規
則

（
昭

和
５

８
年

国
家

公
安

委
員

会
規

則
第

２
号

。
以

下
「

講
習

規
則

」
と

い
う

。
）

第
７

条

に
規

定
す

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
修

了
証

明
書

（
以

下
「

指
導

教
育

責
任

者
資

格
者

証
等

」
 

 
と

い
う

。
）

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

で
あ

っ
て

、
最

近
５

年
間

に
４

号
警

備
業

務
に

従
事

し
た

期
間

が
通

算
し

て
３

年
以

上
で

あ
る

者
 

５
 

受
講

定
員

 

 
 

１
０

人
 

６
 

講
習

業
務

の
委

託
 

 
 

講
習

業
務

は
、

一
般

社
団

法
人

千
葉

県
警

備
業

協
会

に
委

託
し

て
実

施
す

る
。

 

７
 

受
講

申
込

手
続

等
 

（
１

）
受

講
申

込
手

続
 

 
 

ア
 

申
込

方
法

 

 
 

 
 

受
講

を
希

望
す

る
者

（
以

下
「

受
講

希
望

者
」

と
い

う
。

）
は

、
千

葉
県

内
の

各
警

察
署

に
備

付
け

の
受

講
申

込
票

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

最
寄

り
の

警
察

署
（

千
葉

県
以

外
に

住
所

を
有

す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

千
葉

県
内

の
最

寄
り

の
警

察
署

）
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

な
お

、
郵

便
又

は
信

書
便

に
よ

り
送

付
す

る
方

法
に

よ
る

申
込

み
及

び
本

人
以

外
の

者
が

行
う

申
込

み
は

、
受

け
付

け
な

い
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

票
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

６
年

５
月

２
７

日
（

月
曜

日
）

か
ら

３
１

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

 

 
 

 
時

ま
で

 

（
２

）
受

講
者

決
定

通
知

 

 
 

 
受

講
申

込
票

の
受

付
期

間
終

了
後

、
千

葉
県

公
安

委
員

会
が

受
講

者
を

決
定

し
、

受
講

申
込

票
を

受
理

し
た

警
察

署
を

経
由

し
て

受
講

希
望

者
に

対
し

受
講

者
決

定
通

知
を

行
う

。
 

 
 

 
な

お
、

受
講

希
望

者
が

受
講

定
員

を
超

過
し

た
場

合
は

、
抽

選
に

よ
り

受
講

者
を

決
定

す
る

。
 

（
３

）
受

講
手

続
等

 

 
 

ア
 

受
講

手
続

 

 
 

 
 

受
講

者
と

し
て

決
定

さ
れ

た
者

は
、

講
習

規
則

別
記

様
式

第
１

号
の

受
講

申
込

書
に

必
要

事
項

を
記

入
し

、
添

付
書

類
と

と
も

に
受

講
申

込
票

を
提

出
し

た
警

察
署

へ
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

書
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

６
年

６
月

１
７

日
（

月
曜

日
）

か
ら

２
１

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で
 

 
 

ウ
 

添
付

書
類

 

 
 

 
 

４
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

た
こ

と
を

証
明

す
る

警
備

業
者

の
作

成
に

係
る

書
面

（
警

備
業

務
従

事
証

明
書

）
、

履
歴

書
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

（
４

）
受

講
手

数
料

等
 

 

 
 

ア
 

受
講

手
数

料
 

 
 

 
 

１
０

，
０

０
０

円
 

 
 

イ
 

納
入

方
法

 

 
 

 
 

受
講

申
込

書
提

出
時

に
納

入
す

る
こ

と
と

し
、

そ
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

千
葉

県
警

察
本

部
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
に

記
載

す
る

。
 

 
 

 
 

な
お

、
既

納
の

受
講

手
数

料
は

、
還

付
し

な
い

。
 

８
 

講
習

に
関

す
る

問
合

せ
先

 

 
 

千
葉

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

風
俗

保
安

課
警

備
業

係
 

電
話

０
４

３
（

２
０

１
）

０
１

１
０
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落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

６
年

５
月

７
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

立
保

健
医

療
大

学
長

 
 

龍
 

野
 

 
一

 
郎

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

千
葉

県
立

保
健

医
療

大
学

警
備

業
務

委
託

 
一

式
 

②
千

葉
県

立
保

健
医

療
大

学
 

千
葉

市
美

浜
区

若
葉

二
丁

目
１

０
番

１
号

 
③

令
和

６
年

２
月

２
８

日
 

④
綜

合
警

備
保

障
株

式
会

社
 

千
葉

市
美

浜
区

幸
町

一
丁

目
２

６
番

５
号

 
⑤

３
２

，
８

６
８

，
０

０
０

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
６

年
１

月
１

２
日

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

６
年

５
月

７
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

そ
の

１
 

 
①

印
旛

沼
流

域
下

水
道

手
繰

ポ
ン

プ
場

で
使

用
す

る
電

力
 

予
定

使
用

電
力

量
 

３
，

２
７

７
，

０
０

０
キ

ロ
ワ

ッ
ト

時
 

②
千

葉
県

印
旛

沼
下

水
道

事
務

所
 

千
葉

市
美

浜
区

磯
辺

八
丁

目
２

４
番

１
号

 
③

令
和

６
年

３
月

１
日

 
④

株
式

会
社

エ
ネ

ッ
ト

 
東

京
都

港
区

芝
公

園
二

丁
目

６
番

３
号

 
⑤

９
６

，
０

８
５

，
０

７
０

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
６

年
１

月
１

９
日

 

そ
の

２
 

 
①

印
旛

沼
流

域
下

水
道

鹿
島

ポ
ン

プ
場

で
使

用
す

る
電

力
 

予
定

使
用

電
力

量
 

１
，

６
６

７
，

０
０

０
キ

ロ
ワ

ッ
ト

時
 

②
千

葉
県

印
旛

沼
下

水
道

事
務

所
 

千
葉

市
美

浜
区

磯
辺

八
丁

目
２

４
番

１
号

 
③

令
和

６
年

３
月

１
日

 
④

株
式

会
社

エ
ネ

ッ
ト

 
東

京
都

港
区

芝
公

園
二

丁
目

６
番

３
号

 
⑤

５
２

，
４

５
９

，
７

３
０

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
６

年
１

月
１

９
日

 

そ
の

３
 

 
①

印
旛

沼
流

域
下

水
道

柏
井

ポ
ン

プ
場

で
使

用
す

る
電

力
 

予
定

使
用

電
力

量
 

３
，

５
１

１
，

０
０

０
キ

ロ
ワ

ッ
ト

時
 

②
千

葉
県

印
旛

沼
下

水
道

事
務

所
 

千
葉

市
美

浜
区

磯
辺

八
丁

目
２

４
番

１
号

 
③

 

 

令
和

６
年

３
月

１
日

 
④

ミ
ツ

ウ
ロ

コ
グ

リ
ー

ン
エ

ネ
ル

ギ
ー

株
式

会
社

 
東

京
都

中
央

区
日

本
橋

二
丁

目
１

１
番

２
号

 
⑤

９
２

，
１

６
８

，
５

１
０

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
６

年
１

月
１

９
日

 

そ
の

４
 

 
①

印
旛

沼
流

域
下

水
道

八
千

代
ポ

ン
プ

場
で

使
用

す
る

電
力

 
予

定
使

用
電

力
量

 
１

，
９

０
４

，
０

０
０

キ
ロ

ワ
ッ

ト
時

 
②

千
葉

県
印

旛
沼

下
水

道
事

務
所

 
千

葉
市

美
浜

区
磯

辺
八

丁
目

２
４

番
１

号
 

③
令

和
６

年
３

月
１

日
 

④
ミ

ツ
ウ

ロ
コ

グ
リ

ー
ン

エ
ネ

ル
ギ

ー
株

式
会

社
 

東
京

都
中

央
区

日
本

橋
二

丁
目

１
１

番
２

号
 

⑤
５

３
，

４
８

６
，

０
８

１
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

６
年

１
月

１
９

日
 

そ
の

５
 

 
①

印
旛

沼
流

域
下

水
道

物
井

ポ
ン

プ
場

で
使

用
す

る
電

力
 

予
定

使
用

電
力

量
 

１
，

１
６

１
，

０
０

０
キ

ロ
ワ

ッ
ト

時
 

②
千

葉
県

印
旛

沼
下

水
道

事
務

所
 

千
葉

市
美

浜
区

磯
辺

八
丁

目
２

４
番

１
号

 
③

令
和

６
年

３
月

１
日

 
④

ミ
ツ

ウ
ロ

コ
グ

リ
ー

ン
エ

ネ
ル

ギ
ー

株
式

会
社

 
東

京
都

中
央

区
日

本
橋

二
丁

目
１

１
番

２
号

 
⑤

３
５

，
１

５
５

，
１

７
０

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
６

年
１

月
１

９
日

 

そ
の

６
 

 
①

印
旛

沼
流

域
下

水
道

花
見

川
終

末
処

理
場

で
使

用
す

る
電

力
 

予
定

使
用

電
力

量
 

３
７

，
８

４

０
，

０
０

０
キ

ロ
ワ

ッ
ト

時
 

②
千

葉
県

印
旛

沼
下

水
道

事
務

所
 

千
葉

市
美

浜
区

磯
辺

八
丁

目
２

４
番

１
号

 
③

令
和

６
年

４
月

１
日

 
④

東
京

電
力

エ
ナ

ジ
ー

パ
ー

ト
ナ

ー
株

式
会

社
 

千
葉

市
中

央
区

富
士

見
二

丁
目

９
番

５
号

 
⑤

７
５

８
，

７
７

３
，

６
８

３
円

 
⑥

随
意

契
約

 
⑧

地
方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令
第

３
７

２
号

）
第

１
１

条
第

１
項

第
１

号
 

そ
の

７
 

 
①

印
旛

沼
流

域
下

水
道

花
見

川
第

二
終

末
処

理
場

で
使

用
す

る
電

力
 

予
定

使
用

電
力

量
 

２
９

，
９

０
７

，
０

０
０

キ
ロ

ワ
ッ

ト
時

 
②

千
葉

県
印

旛
沼

下
水

道
事

務
所

 
千

葉
市

美
浜

区
磯

辺
八

丁
目

２
４

番
１

号
 

③
令

和
６

年
４

月
１

日
 

④
東

京
電

力
エ

ナ
ジ

ー
パ

ー
ト

ナ
ー

株
式

会
社

 
千

葉
市

中
央

区
富

士
見

二
丁

目
９

番
５

号
 

⑤
６

２
０

，
４

９
５

，
６

７
９

円
 

⑥
随

意
契

約
 

⑧
地

方
公

共
団

体
の

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

調
達

手
続

の
特

例
を

定
め

る
政

令
第

１
１

条
第

１
項

第
１

号
 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

６
年

５
月

７
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

手
賀

沼
流

域
下

水
道

手
賀

沼
終

末
処

理
場

で
使

用
す

る
電

力
 

予
定

使
用

電
力

量
 

４
３

，
１

６
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９
，

８
０

０
キ

ロ
ワ

ッ
ト

時
 

②
千

葉
県

手
賀

沼
下

水
道

事
務

所
 

我
孫

子
市

相
島

新
田

８
５

番
５

 
③

令
和

６
年

４
月

１
日

 
④

東
京

電
力

エ
ナ

ジ
ー

パ
ー

ト
ナ

ー
株

式
会

社
 

千
葉

市
中

央
区

富
士

見
二

丁
目

９
番

５
号

 
⑤

８
６

７
，

２
２

１
，

８
６

７
円

 
⑥

随
意

契
約

 
⑧

地
方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令
第

３
７

２
号

）
第

１
１

条
第

１
項

第
１

号
 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

６
年

５
月

７
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

江
戸

川
下

水
道

事
務

所
長

 
 

竹
 

村
 

 
圭

 
介

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

そ
の

１
 

 
①

江
戸

川
左

岸
流

域
下

水
道

市
川

ポ
ン

プ
場

で
使

用
す

る
電

力
 

予
定

使
用

電
力

量
 

４
，

４
２

６
，

８
１

５
キ

ロ
ワ

ッ
ト

時
 

②
千

葉
県

江
戸

川
下

水
道

事
務

所
 

市
川

市
福

栄
四

丁
目

３
２

番
２

号
 

③
令

和
６

年
３

月
１

日
 

④
丸

紅
新

電
力

株
式

会
社

 
東

京
都

千
代

田
区

大
手

町
一

丁
目

４
番

２
号

 
⑤

１
０

９
，

４
５

１
，

５
６

６
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

６
年

１
月

１
９

日
 

そ
の

２
 

 
①

江
戸

川
左

岸
流

域
下

水
道

江
戸

川
第

一
終

末
処

理
場

で
使

用
す

る
電

力
 

予
定

使
用

電
力

量
 

１

２
，

９
１

９
，

４
０

０
キ

ロ
ワ

ッ
ト

時
 

②
千

葉
県

江
戸

川
下

水
道

事
務

所
 

市
川

市
福

栄
四

丁
目

３
２

番
２

号
 

③
令

和
６

年
４

月
１

日
 

④
東

京
電

力
エ

ナ
ジ

ー
パ

ー
ト

ナ
ー

株
式

会
社

 
千

葉
市

中
央

区
富

士
見

二
丁

目
９

番
５

号
 

⑤
２

８
４

，
３

４
５

，
５

１
７

円
 

⑥
随

意
契

約
 

⑧
地

方
公

共
団

体
の

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

調
達

手
続

の
特

例
を

定
め

る
政

令
（

平
成

７
年

政
令

第
３

７
２

号
）

第
１

１
条

第
１

項
第

１
号

 

そ
の

３
 

 
①

江
戸

川
左

岸
流

域
下

水
道

江
戸

川
第

二
終

末
処

理
場

で
使

用
す

る
電

力
 

予
定

使
用

電
力

量
 

５

９
，

３
８

０
，

３
０

０
キ

ロ
ワ

ッ
ト

時
 

②
千

葉
県

江
戸

川
下

水
道

事
務

所
 

市
川

市
福

栄
四

丁
目

３
２

番
２

号
 

③
令

和
６

年
４

月
１

日
 

④
東

京
電

力
エ

ナ
ジ

ー
パ

ー
ト

ナ
ー

株
式

会
社

 
千

葉
市

中
央

区
富

士
見

二
丁

目
９

番
５

号
 

⑤
１

，
２

０
５

，
６

６
９

，
１

４
１

円
 

⑥
随

意
契

約
 

⑧
地

方
公

共
団

体
の

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

調
達

手
続

の
特

例
を

定
め

る
政

令
第

１
１

条
第

１
項

第
１

号
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購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

二
四
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
䥹
二
二
三
䥺
二
六
五
八 

 


